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流山市下水道ビジョン修正案

1 P42 4.4.1　実現方策　1-1
下水道未整備区域の
整備

下水道普及率の目標を98％としているが、100％となるの
は、令和14年度以降いつくらいを目標としていますか。

本市の下水道普及率は最終目標を９８％としており、１００％
にはなりません。
これは流山市には、下水道計画区域と浄化槽計画区域があ
り、行政人口の約２％が浄化槽計画区域に居住しているため
です。

有 Ｐ４２下部に下記のとおり追加します。

2 Ｐ48 4.4.4　実現方策　1-4
下水道施設のストック
マネジメントの推進

点検を令和５年度から開始していますが、改築については
令和８年度からとなっています。
緊急度１の所が発見された場合は速やかに措置を取る必
要があると思いますので、調査をしたら直ちに改築するスケ
ジュールにすべきと思います。

ご指摘のとおり、Ｐ４８改築の計画期間を「令和５年」に修正し
ます。
また、関連してＰ５８本文及び投資計画スケジュール（ストック
マネジメント）の修正も併せて行います。

有 Ｐ４８「表４－４－４　計画スケジュールと目標」について、下記のとおり修正します。

Ｐ５８本文及び「表５－１－１　投資計画スケジュール」について、下記のとおり修正します。

3 Ｐ54 4.6.2　実現方策　3-2
適正な執行体制の確
立

公共事業を民間に渡すことは絶対にせず、市民全員が使用
することに関しては、しっかり予算を確保すべきです。下水
道などの重要な施設・事業にはしっかりと正規の職員が付
き、周辺環境にも目を向けられる人材を育成する必要があ
ります。

下水道事業については、下水道法第３条の規定により、市町
村が行うこととなっています。そのため、職員の技術水準の向
上に努めたうえで、民間の創意工夫を取り入れることで効率
化が図れる部分については民間活力を導入し、持続可能な
下水道事業経営に取り組んでまいります。

無


